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○
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
十
九
条
第
三
項
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働

安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
八
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

第
三
十
六
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は

第
三
十
六
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は

有
害
な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

有
害
な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

高
圧
（
直
流
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十
ボ
ル
ト
を
、
交
流
に
あ
つ
て
は
六

四

高
圧
（
直
流
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十
ボ
ル
ト
を
、
交
流
に
あ
つ
て
は
六

百
ボ
ル
ト
を
超
え
、
七
千
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ

百
ボ
ル
ト
を
超
え
、
七
千
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
若
し
く
は
特
別
高
圧
（
七
千
ボ
ル
ト
を
超
え
る
電
圧
を
い
う
。
以
下

。
）
若
し
く
は
特
別
高
圧
（
七
千
ボ
ル
ト
を
超
え
る
電
圧
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
充
電
電
路
若
し
く
は
当
該
充
電
電
路
の
支
持
物
の
敷
設
、
点

同
じ
。
）
の
充
電
電
路
若
し
く
は
当
該
充
電
電
路
の
支
持
物
の
敷
設
、
点

検
、
修
理
若
し
く
は
操
作
の
業
務
、
低
圧
（
直
流
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十

検
、
修
理
若
し
く
は
操
作
の
業
務
、
低
圧
（
直
流
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十

ボ
ル
ト
以
下
、
交
流
に
あ
つ
て
は
六
百
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
電
圧
を
い
う

ボ
ル
ト
以
下
、
交
流
に
あ
つ
て
は
六
百
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
電
圧
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
充
電
電
路
（
対
地
電
圧
が
五
十
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る

。
以
下
同
じ
。
）
の
充
電
電
路
（
対
地
電
圧
が
五
十
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る

も
の
及
び
電
信
用
の
も
の
、
電
話
用
の
も
の
等
で
感
電
に
よ
る
危
害
を
生

も
の
及
び
電
信
用
の
も
の
、
電
話
用
の
も
の
等
で
感
電
に
よ
る
危
害
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
敷
設
若
し
く
は
修
理
の
業
務
（

ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
敷
設
若
し
く
は
修
理
の
業
務
又

次
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
又
は
配
電
盤
室
、
変
電
室
等
区
画
さ
れ

は
配
電
盤
室
、
変
電
室
等
区
画
さ
れ
た
場
所
に
設
置
す
る
低
圧
の
電
路
（

た
場
所
に
設
置
す
る
低
圧
の
電
路
（
対
地
電
圧
が
五
十
ボ
ル
ト
以
下
で
あ

対
地
電
圧
が
五
十
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
も
の
及
び
電
信
用
の
も
の
、
電
話

る
も
の
及
び
電
信
用
の
も
の
、
電
話
用
の
も
の
等
で
感
電
に
よ
る
危
害
の

用
の
も
の
等
で
感
電
に
よ
る
危
害
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
除
く

生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
充
電
部
分
が
露
出
し
て

。
）
の
う
ち
充
電
部
分
が
露
出
し
て
い
る
開
閉
器
の
操
作
の
業
務

い
る
開
閉
器
の
操
作
の
業
務

四
の
二

対
地
電
圧
が
五
十
ボ
ル
ト
を
超
え
る
低
圧
の
蓄
電
池
を
内
蔵
す
る

（
新
設
）

自
動
車
の
整
備
の
業
務

五
～
四
十
一

（
略
）

五
～
四
十
一

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
教
育
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
六
条
第
四
号
に
掲
げ

る
業
務
に
関
す
る
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
特
別
の
教
育
を
行
っ
た
労
働
者
を
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
六
条
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
業
務
に
就
か
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
関
す
る
同
項
の
特
別
の

教
育
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。


